
施設の目的

運営・方針

施設の概要

☆蕪島祭り

日課

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

☆のぞみ園祭

☆歯磨き指導

☆健康診断

☆三社大祭

☆花火大会

☆白銀南中学校

体育祭

☆県障害者

スポーツ大会

☆東地区

レクリェーション

☆七夕会

☆八戸七夕見学

☆うみねこ学園・

いちい寮夏祭り

☆妙光園祭

☆第二養護学校

成人の集い

☆東幸園まつり

☆県障害者

スポーツ大会

ボウリング

☆ボランティア

フェスティバル

☆白銀南小学校

バザー

☆白銀南中学校

文化祭

☆白銀南小学校

学習発表会

☆白銀南公民館

祭り

☆うみねこ学園・

いちい寮文化祭

☆歯磨き指導

☆インフルエンザ

予防接種

☆種差小学校

餅つき交流会

☆クリスマス会 ☆ 愛 の 輪

レクリェーション

☆節分

☆バレンタイン

パーティー

☆フライング

ディスク大会

☆ひな祭り

☆ホワイトデー

パーティー

障害者福祉サービスを希望する利用者に対し、障害者総合支援法第38条第一項に規定される「施設

障害者福祉サービス」(生活介護・施設入所支援)及び在宅サービスとして、短期入所・日中一時支

援を行う事を目的とする。また、日常生活上の援助、日中活動支援等を行う事により、利用者がそ
の有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来る事を目的とする。

利用者の個人の尊重、人間としての権利の尊重を図り、情緒の安定、健康の管理、身体機能の発達、

身辺の自立、社会適応能力等を育成する為に利用者個々の精神身体の状況を把握し、適切な処遇を

行い、また、ご家族や地域社会の住民と開放的で誠実な交流を通して連携を図り、利用者自らが幸
福を目指すための支援サービスを理念とし、誠実に一貫性をもって行う事を運営方針とする。

職員配置

☆白銀南小学校

運動会

☆野外

レクリェーション

☆あ・まーびれ

音楽会

年間行事

時 間 月 火 水 木 金 土 日

【施設入所支援】

・起床(排泄、着替え、寝具類片付け、洗面、身だしなみ)

・朝食準備(配膳、手洗い)

・朝食 歯磨き

【生活介護】＊通所利用者送迎(迎え)

・健康チェック＊毎週第一火曜日朝礼・男女合同活動

・ラジオ体操及び午前の日中活動(グループ活動)開始＊10：00～10：15

・午前の日中活動終了(片付け、手洗い、うがい、排泄)

・昼食 歯磨き

・休憩

・午後の日中活動の開始・足浴＊入浴日は入浴。(入浴日：男性→月、水、土) (女性→火、木、日)

・活動終了(片付け、手洗い、うがい、排泄)

・おやつ

＊通所利用者送迎(送り)

・夕食準備(配膳、手洗い)

・夕食 歯磨き

・布団敷き 余暇活動

・就寝準備(着替え、排泄)

・消灯
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13：30

14：45

15：00

15：30
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設置主体 社会福祉法人 東幸会

名 称 障害者支援施設 東幸園
開所年月日 平成7年4月1日

事業内容 ①生活介護(定員50名)②施設入所支援(定員50名)

③短期入所(定員2名)④日中一時支援事業(定員2名)

⑤相談支援(特定相談・障害児相談)
敷地面積 8,042㎡

建物面積 1,482.76㎡(鉄筋コンクリート平屋建)

居室、ホール、食堂、浴室、便所、洗面所

自立訓練室、洗濯場、厨房、短期保護室、
事務室、医務室

創始者 工藤武(社会福祉法人 東幸会 創立平成6年3月3日)

理事長 伊藤友子
施設長(管理者) 晴山久寿

歴代園長(施設長) 平成 7年 4月～平成11年6月…村本直三郎

平成11年 6月～平成14年8月…伊藤友子

平成14年 9月～平成19年6月…工藤武
平成19年 7月～平成25年3月…伊藤友子

平成25年 4月～平成25年9月…伊藤孝典

平成25年10月～平成26年3月…伊藤友子

平成26年 4月～令和 4年3月…伊藤孝典
令和 4年 4月～ 現 在 …晴山久寿

施設長(管理者)

(相談支援専門員業務)
1

看護師

(機能訓練指導員)
6 調理職員 4

課長

(グループホーム東幸園管理者業務)
1 事務職員 3

相談支援センター管理者

(相談支援専門員業務)
1

課長代理

(ｻｰﾋﾞｽ管理責任者業務)
1 管理員 2 嘱託医 (1)

生活支援員 25 管理栄養士 1 合 計 45(1)

東幸会理念

一、社会福祉をもって、世のため人のために奉仕し、人々の幸福の礎となる。

（社会福祉事業を通して、利用関係者だけでなく地域全体ひいては福祉全体の向上に寄与し、
幸せの基礎となること）

一、利用者、事業所、地域の共存共栄に寄与する。

（三者が互いに影響し合い、よりよい関係を築き相互に繁栄を目指すこと）

一、明き清き誠をもって、社会福祉の職務を全うする。
（私的利害を捨て、正直で誠実でありまた忠実であることを念頭に置き仕事に携わること）

令和6年4月1日現在


